
件
名 経

済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
三
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
八

十
四
条
第
三
号
ハ
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大

臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

         



 

1 

金 

融 

庁 
○
財 

務 

省
告
示
第 

 
 

号 
経
済
産
業
省 

内 

閣 

府 
経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
財 

務 

省
令
第
一
号 

経
済
産
業
省 

）
第
八
十
三
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
八
十
四
条
第
三
号
ハ
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
省
・
財
務
省
・

内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
三
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
八
十
四
条
第
三
号
ハ
及
び
第
八

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定 

金 
融 

庁 

め
る
事
項
（
平
成
二
十
年
財 
務 

省
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

経
済
産
業
省 

令
和
五
年 

 

月 
 

 

日 

金
融
庁
長
官 

中
島 

淳
一 

 
 

 

財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一 

経
済
産
業
大
臣 

西
村 

康
稔 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



  

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
別
紙
様
式
第
五
号
）
 

（
別
紙
様
式
第
五
号
）
 

（
第
一
面
）
 
［
略
］
 

（
第
一
面
）
 
［
同
左
］
 

（
第
二
面
）
 

（
第
二
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

項
番
（

国
際

様
式

（
LR2

）
の
該

当
番

号
）
 

項
目
 

当
期
末
 

前
期
末
 

［
略
］
 

 

項
番

（
国
際

様
式

（
LR2

）
の

該
当
番

号
）
 

項
目
 

当
期
末
 

前
期
末
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

（
注
）
 

［
⑴
～
⑷
 
略
］
 

［
⑴
～
⑷
 
同
左
］
 

⑸
 
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
 

⑸
 
［
同
左
］
 

［
ａ
～
ｃ
 
略
］
 

［
ａ
～
ｃ
 
同
左
］
 

ｄ
 
項
番

26「
適
用
す
る
所
要
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
」
に
は
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
五
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
七
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
三
・
一
五
パ

ー
セ
ン
ト
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｄ
 
項
番

26「
適
用
す
る
所
要
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
」
に
は
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
五
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及

び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
比
率
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
比
率
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｅ
 
項
番

27「
適
用
す
る
所
要
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
比
率
」
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
四
条
の
二
第

五
項
第
一
号
に
定
め
る
比
率
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
比
率
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
比
率
に
〇
・
〇
五
パ
ー
セ
ン

ト
を
加
え
て
得
た
比
率
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
算
出
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
（
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
項
目
の
行
を
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
。
 

ｅ
 
項
番

27「
適
用
す
る
所
要
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
比
率
」
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
四
条
の
二
第

五
項
第
一
号
に
定
め
る
比
率
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
算

出
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
（
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
項
目
の
行
を
削
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
）
。
 

⑹
 
日
本
銀
行
に
対
す
る
預
け
金
を
算
入
す
る
場
合
の
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
 

⑹
 
［
同
左
］
 

ａ
 
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
七
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
と
き
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
規
定
の
適
用
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
項
目
に
係
る
行
の
全
体
を
削
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ａ
 
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
比
率
を
適
用
す
る
場
合
に
限
り
記
載
す
る
こ
と
と

し
、
当
該
比
率
を
適
用
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
項
目
に
係
る
行
の
全
体
を
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｂ
 
［
略
］
 

ｂ
 
［
同
左
］
 

［
⑺
・
⑻
 
略
］
 

［
⑺
・
⑻
 
同
左
］
 

（
第
三
面
）
 
［
略
］
 

（
第
三
面
）
 
［
同
左
］
 

（
第
四
面
）
 

（
第
四
面
）
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（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

項
番
（

国
際

様
式

（
LR2

）
の
該

当
番

号
）
 

項
目
 

当
期
末
 

前
期
末
 

［
略
］
 

 

項
番

（
国
際

様
式

（
LR2

）
の

該
当
番

号
）
 

項
目
 

当
期
末
 

前
期
末
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

（
注
）
 

［
⑴
～
⑷
 
略
］
 

［
⑴
～
⑷
 
同
左
］
 

⑸
 
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
 

⑸
 
［
同
左
］
 

［
ａ
～
ｃ
 
略
］
 

［
ａ
～
ｃ
 
同
左
］
 

ｄ
 
項
番

26「
適
用
す
る
所
要
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
」
に
は
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
七
条
第
六

項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
三
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｄ
 
項
番

26「
適
用
す
る
所
要
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
」
に
は
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
二
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
比
率
を
適
用
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
比
率
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｅ
 
項
番

27「
適
用
す
る
所
要
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
比
率
」
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
二
第
五

項
第
一
号
に
定
め
る
比
率
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
比
率
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
比
率
に
〇
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
て
得
た
比
率
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｅ
 
項
番

27「
適
用
す
る
所
要
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
比
率
」
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
の
二
第
五

項
第
一
号
に
定
め
る
比
率
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

⑹
 
日
本
銀
行
に
対
す
る
預
け
金
を
算
入
す
る
場
合
の
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
 

⑹
 
［
同
左
］
 

ａ
 
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
七
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
規
定
の
適

用
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
項
目
に
係
る
行
の
全
体
を
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ａ
 
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別

に
定
め
る
比
率
を
適
用
す
る
場
合
に
限
り
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
比
率
を
適
用
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
項
目

に
係
る
行
の
全
体
を
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｂ
 
［
略
］
 

ｂ
 
［
同
左
］
 

［
⑺
・
⑻
 
略
］
 

［
⑺
・
⑻
 
同
左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
適
用
時
期
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
若
し
く
は
中
間
事
業
年
度
に

係
る
説
明
書
類
又
は
同
日
以
後
に
終
了
す
る
四
半
期
に
係
る
事
項
の
開
示
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年

度
若
し
く
は
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
又
は
同
日
前
に
終
了
し
た
四
半
期
に
係
る
事
項
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


